
東日本大震災から２年東日本大震災から２年東日本大震災から２年
＊＊防災チェックリスト＊＊
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災害時の緊急速報メールを配信しています災害時の緊急速報メールを配信しています災害時の緊急速報メールを配信しています
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� 家族の緊急時連絡方法を話し合っている
� 自宅からの避難場所を確認している
� 会社や学校等の外出先からの避難場所を確認
している

� 避難場所までの経路を確認している
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� 家具は倒れないように固定している
� 家具の上に、重いものや危険なものを置かな
いようにしている

� 寝る場所の近くには、倒れてきそうな家具は
ない

� 万が一、家具が倒れても部屋の出入口はふさ
がれない

� ガラス付きの家具には、ガラス飛散防止フィ
ルムを貼っている

� 食器棚等の観音開きの扉には、止め金をつけ
ている
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� 家の耐震診断を受けた
� 家の内外にある危険箇所について知っている
（大雨時に氾濫の恐れのある河川、土砂崩れ発
生の恐れのある斜面、ベランダ周り、屋根等）
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� 飲料水（１人１日で水３リットルが必要と言わ
れています）

� 食品（缶詰、レトルト食品等。定期的に入れ替
えて備蓄しましょう）

� 貴重品（通帳、現金、印鑑、保険証等）
� 救急用品（ばんそうこう、傷薬、目薬等。常備
薬があれば忘れずに）

� 軍手
� 懐中電灯（予備の電池も準備しましょう）
� 携帯ラジオ（小型で軽いものが良いでしょう）
� その他（家族やあなたにとって「なければ困る
もの」）
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て
い
る
人
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
の
一
部
負
担
金
を
除
く
医
療
費
は
、
加
入
者

に
納
め
て
い
た
だ
く
国
民
健
康
保
険
税
、
国
や
県
な
ど
か
ら
の
負
担
金
で
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
財
源
に
不
足

が
生
じ
て
い
る
た
め
、
市
で
は
こ
れ
ま
で
市
の
財
源
（
一
般
会
計
）
か
ら
の
多
額
の
繰
入
金
に
よ
り
補
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
国
保
の
加
入
者
は
、
他
の
社
会
保
険
に
比
べ
高
齢
化
の
割
合
が
高
く
、
医
療
に
要
す
る
費
用
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
に
加
え
て
、
後
期
高
齢
者
支
援
分
や
介
護
納
付
分
の
負
担
金
の
増
加
も
見
込
ま
れ
て
お
り
、
今
後
の
国
保
の
財
政
運
営
は
大

変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
国
保
事
業
の
健
全
な
財
政
運
営
を
図
る
た
め
、
平
成　

年
度
か
ら
税
率
を
改
正
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
加

25

入
者
の
方
に
は
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
で
助
け
合
い
支
え
合
う
国
民
健
康
保
険
制
度
の
趣
旨
の
観
点

か
ら
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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国保税 ＝ 医療分 ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護分
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